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秋田県建設コンサルタント業務に係る低入札価格調査試行要領 新旧対照表 
新 旧 
 

秋田県建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査試行要領 

（平成２０年９月２９日建管－１６３２） 

 
 
 （調査基準価格の算定） 
第２条 要綱第２条に規定する調査基準価格は、契約ごとに１０分の６から１０分の８、１０分の６から

１０分の９又は３分の２から１０分の８（ただし、地質調査業務においては、３分の２から１０分の９）

の範囲内で契約担当者が次に定める額によるものとし、予定価格算出の基礎とした設計書、仕様書等に

基づき算定する。 

(1) 略 
 ① 略 
  ②－１ 略 
  ②－２ 略 
 ③建築関係コンサルタント業務（工事監理含む） 
  調査基準価格の範囲 １０分の６から１０分の８ 
    イ 直接人件費の額                     

ロ 特別経費の額 
ハ 技術料等経費及び諸経費の合計に１０分の６を乗じて得た額 

 ④－１ 略 
 ④－２ 略 
(2)～(4) 略 

２ 略 

 

 （調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の措置） 

第３条 略 

２・３ 略 

４ 第２項の調査において最低価格入札者の入札が失格判断基準に該当しないものと判定された場合にあ

って、(1)～(4)に該当するものについては、詳細調査を行わずに低入札価格調査を終了するものとする。

なお、(1)～(4)に示す、業務ごとに定める額の合計額は、千円未満を切り捨てるものとする。 

 (1) 略 

 (2)－１ 略 

 (2)－２ 略 

 (3) 建築関係コンサルタント業務においては、入札価格が設計上の直接人件費及び特別経費の合計の額

に１０分の９．５を乗じて得た額、技術料等経費及び諸経費の合計の額に１０分の６を乗じて得た額の
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新 旧 
合計以上の場合。 

 (4)－１ 略 

 (4)－２ 略 

５～10 略 

 

附 則 （令和２年３月３０日、技管－８０８） 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 
 

別表（第３条関係） 

失格判断基準 

調査基準価格を下回る入札価格で入札した場合であって、次のいずれかに該当すること。 

(1)  略 

(2)  略 

    ① 略 

  ②－１ 略 

    ②－２ 略 

    ③建築関係コンサルタント業務 

   イ 設計上の直接人件費及び特別経費の合計の額に、１０分の９．０を乗じて得た額を下回ってい

ること。 

   ロ 設計上の技術料等経費及び諸経費の合計の額に、１０分の６．０を乗じて得た額を下回ってい

ること。 

  ④－１ 略 

  ④－２ 略 

  ⑤ 略  

(3)  略 
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